
業務説明資料  

１ 件名 

  2026 年度開始横浜市中学校全員給食用牛乳類の調達業務 

 

２ 業務目的 

  横浜市では、横浜市中期計画 2022～2025 の中で示した、2026（令和 ８） 年度からの中学校全員給食 

に向け、デリバリー方式による供給体制の確保に向けた準備を進めており、給食物資の調達については、 

横浜市が定めた食材調達基準に基づき、公益財団法人よこはま学校食育財団が一括調達を行います。 

  一括調達にあたっては、安全・安心で良質な物資の安定的な確保が求められており、本業務では、学校 

へ直接納入する「飲用牛乳」、調理工場へ納入する「調理用牛乳」に関する調達および調達に必要な諸計

画の作成を行います。 

 

３ 業務内容 

(1) 中学校給食用牛乳類の生産計画・配送計画の作成【2025年度】 

(2) 中学校給食用牛乳類の調達【2026年度以降】 

 

４ 契約期間 

(1) 2025年 9月 1日から 2026年 3月末日まで 

(2) 2026年 4月 1日から 2027年 3月末日まで 

  ※選定の効力は業務を開始してから５年目の会計年度の末日(2030年 3月 31日)までとする。 

 

５ 概算数量  

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 納入場所 

飲 用 牛 乳：各中学校の保冷庫 ※別紙｢学校一覧表｣参照 

調理用牛乳：各調理工場 

調理工場 所在地 

ハーベストネクスト株式会社 金沢工場 横浜市金沢区福浦 1 丁目 5-2 

ハーベストネクスト株式会社 湘南工場        綾瀬市吉岡東 2-7-5 

株式会社安田物産 都筑工場             横浜市都筑区折本町 343-1 

株式会社東華軒 小田原工場               小田原市西酒匂 1-3-54 

株式会社美幸軒 川崎工場                川崎市川崎区桜本 1-20-18 

株式会社山路フードシステム 相模原工場 相模原市南区大野台 4-1-48 

 

 

 

 

 

入札ブロック 飲用牛乳【年間概算数量】 調理用牛乳【年間概算数量】 

ａブロック ５,０３１,０００本 ５,１７１本 

ｂブロック ２,５０３,０００本 ２,５７４本 

ｃブロック ２,６４９,０００本 ２,７２４本 

d ブロック １,３９８,６００本 １,４３８本 

ｅブロック １,６８８,４００本 １,７３６本 

ｆブロック １,２０７,８００本 １,２４２本 



７ 物資規格 

（１）共通規格        

ア 品質         

   ・食品衛生法、日本農林規格、食品表示法等に適合するもの。   

   ・乳等省令に基づく牛乳成分規格、製造、保存方法の基準に適合するもの。 

   ・異物混入、異味異臭のないもの。       

イ 産地         

    生乳は、可能な限り神奈川県産を使用すること。  

ウ 原材料・配合         

    主原料は、非遺伝子組み換えのものまたは分別生産流通管理されたものを使用すること。 

エ アレルギー物質         

    乳成分以外は使用不可。         

オ 製造・加工         

   ・摂氏 63℃で 30分間加熱殺菌、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること 

・殺菌後は直ちに 10℃以下に冷却して保存すること。      

カ その他         

   ・サイズ、配合等において『程度』と記載があるものは、当該数値の±10％の範囲を目安とする。 

   ・連休前の納品に関する取扱は事業者選定後に協議するものとする。 

（２）個別規格 

  ア 飲用牛乳 

(ｱ) サイズ・重量等：１本 200ml、紙パック 

(ｲ) 産地：国産 

(ｳ) 原材料・配合：生乳 100％ 

(ｴ) 最終加工：国内 

(ｵ) その他：無脂乳固形分 8.0％以上、乳脂肪分 3.0％以上 酸度（乳酸として）0.18以下 

イ 調理用牛乳 

(ｱ) サイズ・重量等：１本 1000ml、紙パック 

(ｲ) 産地：国産 

(ｳ) 原材料・配合：生乳 100％ 

(ｴ) 最終加工：国内 

(ｵ) その他：無脂乳固形分 8.0％以上、乳脂肪分 3.0％以上 酸度（乳酸として）0.18以下 

 

８ 配送規格         

(1) 配送車両         

   ・納入には保冷車または冷凍車を使用し、配送温度は 10℃以下とする。     

   ・凍結させないこと 

(2) 配送時間 

  ・使用日前日の 8時 45 分～16時(予定) 

 

９ 発注の方法（予定） 

(1) 使用月の前月初旬に、納入内訳明細書を本財団ホームページに掲載する。 

(2) その後の変更は、｢変更連絡表データ｣を E メールで送信する。 

(3) 使用日の中 3 日前(土日祝日を除く)までは、変更が入る可能性がある。 

(4) 納入校及び発注数量に関するデータは、随時提供する。 

 

 

 



１０  その他 

(1) 毎月製品の細菌検査表と別紙｢規格書｣の成分規格による「成分検査表」を翌月の 10日までに提出する

こと。 

(2) 製品について、食品衛生法に定める登録検査機関により放射性物質（セシウム 134、セシウム 137）測定

検査を実施し、検査結果証明書を契約時に１回提出すること。 

(3) 牛乳の種類ごとの物資規格書（財団指定の様式による）を契約時に提出すること。 

(4) 産地のわかる書類を契約時及び各使用月の前月 10日までに提出すること。なお産地に変更が生じた場

合は、すみやかに報告の上、提出すること。 

(5) 特段の事情がない限り、未開封牛乳の回収は行わない。 

(6) 別添の配送条件一覧に示す学校については、指定された時間帯、方法で納品すること。 

(7) 納入物資や物資の納入に際し、事故等が発生した場合には速やかに本財団に連絡、報告を行い、本財団

の指示に従うこと。 

(8) 本件業務の実施にあたっては、本財団が 2025（令和７）年度に実施を予定している「中学校給食物資

納入業者資格審査」に申請し、登録承認証が交付されることを停止条件とする。 

(9) プロポーザル選定効力期間内において、各年度の契約金額を確定する際には、本財団と受託候補者で価

格協議を行うものとする。 



（４）アレルギー物質

牛乳類　共通規格

１　規格

（１）品質

　　・食品衛生法、日本農林規格、食品表示法等に適合するもの。

　　・乳等命令に基づく牛乳成分規格、製造、保存方法の基準に適合するもの。

　　・異物混入、異味異臭のないもの。

（２）産地

　　・生乳は、可能な限り神奈川県産を使用すること。

（３）原材料・配合

　　・主原料は、非遺伝子組み換えのものまたは分別生産流通管理されたものを使用すること。

（２）納品数量

　　・乳成分以外は使用不可。

（５）製造・加工

　　・摂氏63℃で30分間加熱殺菌、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。

　　・殺菌後は直ちに10℃以下に冷却して保存すること。

（６）その他

　　・サイズ、配合等において『程度』と記載があるものは、当該数値の±10％の範囲を目安とする。

２　納品

（１）車両

　　・納入には保冷車または冷凍車を使用し、配送温度は10℃以下とする。

　　・凍結させないこと。

　　・飲用牛乳は、各学校の保冷庫に納品。調理用牛乳、飲用牛乳の保存食分は指定工場に納品すること。



牛乳飲用 200ml

集計単位 100g単位

物資廃棄率 発注単位 1本(206g単位)

納入時間(仮) 前日　8：45～16：00

当日　8：45～11：00

規　　格

・ サイズ・重量等 １本200ml

紙パック

・ 産地 国産

・ 原材料・配合 生乳100％

・ 最終加工 国内

・ その他 無脂乳固形分　8.0％以上

乳脂肪分　3.0％以上

酸度（乳酸として）　0.18以下

納入形態

内装：

外装： プラスチックケース等

配送場所

各学校牛乳保冷庫

備考

牛乳類

品　　　　名

契約期間

2026年●月使用分から適用(予定)



牛乳調理用

集計単位 100g単位

物資廃棄率 発注単位 1本(1030g)単位

納入時間(仮) 前日　8：00～16：00

（各調理工場と調整中）

規　　格

・ サイズ・重量等 １本1000ml

紙パック

・ 産地 国産

・ 原材料・配合 生乳　100％

・ 最終加工 国内

・ その他 無脂乳固形分　8.0％以上

乳脂肪分　3.0％以上

酸度（乳酸として）　0.18以下

納入形態

内装：

外装： プラスチックケース等

配送場所

各調理工場

備考

牛乳類

品　　　　名

契約期間

2026年●月使用分から適用(予定)












